
 

 

令 和 ４ 年 度 第 １ 回 

野 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 会 議 次 第 

 日 時 令和４年 ７月 １日（金）   

               午前９時３０分から 

            場 所 市役所 低層棟４階 職員控室 

 

個人情報取扱事務について（公開） 

 審議依頼事項 

 (1) 特殊詐欺対策に係る事務の開始及び要配慮個人情報の収集について（市民

生活課） 

 

 (2) 野田市立児童館使用申込み受付事務に係る公の施設の管理を指定管理者に

行わせる際の個人情報を保護するための必要な措置について（児童家庭課） 

 (3) 野田市立児童館使用申込み受付事務に係る個人情報の本人以外からの収集

及び野田市立児童館使用申込み受付事務の変更について（児童家庭課） 

  ※ (2)及び(3)については、一括して審議する。 

 

 

 

 









特殊詐欺対策に係る事務の開始について 
 
〇特殊詐欺対策に係る事務について 
 市内に居住する高齢者等が特殊詐欺の被害にあうことを防止するため、電話

機に人工知能（ＡＩ）を利用した特殊詐欺対策アダプタを設置する際に要する費

用に対する補助金を交付する。また、設置者に特殊詐欺の疑いがある通話があっ

た際に本人へ連絡し、注意喚起をするとともに、本人同意がある該当者について

は野田警察署と連携を図ることで特殊詐欺の被害を防止する。 

 
〇制度概要 
１ 特殊詐欺対策アダプタ設置に係る補助金の交付 

・この事業の利用にあたっては、申請者が市に対し補助金の交付申請を行い、そ

の後市が申請の内容を審査し補助金交付の可否を決定する。 

・補助金の額はアダプタ設置に要する費用相当額。（上限８，８００円） 

・対象者は本市に居住し、住民基本台帳に記録されている６５歳以上の市民。別

途市長が認める者として、特殊詐欺被害者、成年後見制度利用者なども対象と

する。 

・事務の流れ 
① 申請者は補助金交付申請書を市に提出する。 
② 市は、申請書類を確認後、交付決定通知を申請者に送付する。 
③ 申請者は、特殊詐欺アダプタの設置を行った際に NTT 東日本より渡され

る工事完了報告書と領収書を添えて、実績報告書、補助金交付請求書及び特

殊詐欺対策アダプタ注意喚起先登録者名簿を市に提出する。 
④ 市は、補助金確定通知を発行し、補助金を振り込む。 

 
２ 不審通話時における注意喚起 
・特殊詐欺対策アダプタは、通話内容について特殊詐欺の疑いがある不審通話で

あると AI が判断した場合に、あらかじめ送信先として設定した該当者にメー

ル（警報アラート）を送信するもの。 
・申請者には警報アラートの送信先として家族等と市を設定してもらう。 
・市が警報アラートを受信した場合には、当該者に連絡し、注意喚起を行う。 
・更に、あらかじめ本人同意のある者については、野田警察署へ不審通話のあっ

た旨を連絡する。 
 
 
 



○本人から収集する要配慮個人情報 
 補助金交付対象者として、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている６５

歳以上の市民であることを要件として定めているところ、市長が特に認めるも

のとして特殊詐欺被害者を該当としており、特殊詐欺の被害にあった事実の情

報（犯罪関係情報）を本人より入手する。 
 
○本人から収集することについて公益上特に必要があると認める理由 
 特殊詐欺被害者については、再度同様の被害に遭うことが懸念されるため、当

該者を保護する観点から、同情報を収集することは公益上特に必要があると認

める。 
 なお、収集の様態としては、本人から特殊詐欺の被害者に該当する旨の申出が

あった場合に、そのことでもって給付の対象として認めるものであり、既に給付

の対象者に該当する者から聴取することはしない。 
 
 



特殊詐欺対策アダプタについて 
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第１号様式（第５条関係）

年 月 日

野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金交付申請書

野田市長 宛て

野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金交付規則（以下「規則」という。）第５条の規定

に基づき、下記の項目を理解し承認したうえで、補助金の交付を受けたいので、下記のと

おり申請します。

記

申請金額 円

１ 規則に定める対象経費以外に要する費用は、自己負担します。

２ 本件に係る特殊詐欺対策サービスを利用するにあたり、当該サービスの電子メール通

知先として、野田市指定の通知先を追加します。

３ 事業者が電話機や電話回線、その他周辺機器の状況により、当該アダプタを設置でき

ないと認めた場合など設置作業が完了しない場合は本申し込みを取り消します。

４ 当該アダプタを設置した後に生じた特殊詐欺被害について、市は一切の責任を追わな

いことを承諾します。

４ その他、当該アダプタに係るサービスは事業者との契約に従います。

問合せ：野田市市民生活部市民生活課

電 話：04-7125-1111 （内線 ）

住所 生年月日

氏名
電話番号

（携帯）



第５号様式（第９条関係）

年 月 日

野田市長 あて

住 所

氏 名

野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金実績報告書

年 月 日 第 号で交付決定のあった標記の件について、下記のとおり

実績報告します。

記

１ 対象経費

円

（添付資料）

設置完了を証する書類等



第７号様式（第１１条関係）

年 月 日

野田市長 あて

住 所

氏 名 印

野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金交付請求書

年 月 日 野市市第 号で確定した標記の件について、下記のとお

り請求します。

記

請求額 円

○振込先

振

込

先

銀行名/コード 支店名/コード 支店

口座番号 預金種目
1.普通 2.当座 3.別段 4.貯蓄

9.他

口座名義主

（世帯主）

フリ

ガナ

備考



特殊詐欺対策アダプタ注意喚起先登録者 

 

 氏 名 連絡先 本人との関係 

  
  

 
   

 
   

 
   

  
  

 
   

 
   

 
   

 

上記情報を市に提供することついて本人の同意を得ています。 

 

                      氏名   

 



同 意 書 

 
 
私は、特殊詐欺対策アダプタ設置に伴い、野田市が収集した私及び注意喚起先

となる家族等の個人情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、特殊詐欺（疑われ

るものを含む。）の内容等）を野田市が野田警察署に対して提供することに同意

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 

                   住所   

                   氏名   

                   連絡先  

 

 

 





1400-031 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 市民生活部 市民生活課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 令和4年4月28日 開 始 年 月 日 令和4年5月10日 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 特殊詐欺対策に係る事務 

事 務 の 目 的 

人工知能を利用した特殊詐欺対策アダプタの電話機への設置に要する費用について

補助金を交付し、また、設置者に特殊詐欺の疑いがある通話があった際には家族等

や野田警察署と連携を図りながら特殊詐欺の被害を防止するもの。 

事 務 の 概 要 

・補助金を以下の要領で交付する。 

１、申請者は、補助金交付申請書を市に提出する。 

２、市は、申請書類を確認後、交付決定通知を申請者に送付する。 

３、申請者は、特殊詐欺対策アダプタの設置を行った際に渡される工事完了報告書と

領収書を添えて実績報告書及び補助金交付請求書を市に提出する。 

４、市は、申請者に対し補助金を振り込む。 

・アダプタ設置者に特殊詐欺の疑いがある通話があった際に本人へ連絡し、注意喚起

をするとともに、本人同意がある該当者については野田警察署へ連絡し連携を図る。 
対 象 者 申請者、注意喚起先登録者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 □健康情報 □障がい ■犯罪関係 

収集する理由【第7条第2項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：             

■2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：令和４年 ７月 １日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 □性別 ■連絡先 □個人番号 □個人識別符号 

□本籍･国籍 □家族情報 □学業・職業等 □収入・支出 □資産 □税情報 

□公的扶助 ■口座情報 ■特殊詐欺の疑いのある通話の内容  

■申請者と注意喚起先登録者との関係 ■成年後見制度を利用している事実 

収 集 先 

■本人               □実施機関内部（            ） 

□他の実施機関（         ）□他の官公庁（             ） 

■民間・私人 （申請者      ）□その他  （       ） 

本人以外から収集している理由【第7条第3項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

□7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

経常的な目的外
利用・提供先 

□目的外利用有⇒利用する事務の名称：                     

主な利用項目（                      ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

         □他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ）

         □その他（       ） 

目的外利用・提供の理由【第9条第1項】 

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：              

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

外 部 委 託 等 
□外部委託（□クラウドコンピューティング）□複数の外部委託有 

□指定管理者による管理⇒審査会承認    年  月  日 

電子計算機結合 

□有【第12条第1項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他（       ） 



 







【審議依頼事項概要】 
 
 

指定管理者に公の施設の管理を行わせる事務の開始について 
 
野田市立児童センターほか６施設（以下「児童館」という。）について、児童

館の運営方針及び公の施設の設置目的をより効果的、効率的に達成するため、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき指定管理者を指定し、管理を行

わせる事務を開始するものです。 
なお、指定管理者の募集は公募により行い、選定につきましては公平かつ適正

に選定するため、野田市立児童館指定管理者候補者選定委員会におきまして総

合的に審査を行った結果、当該施設の管理を行わせるに最適と認められた「株式

会社 コマーム」を指定管理者として指定しようとするものです。 
なお、指定期間については、令和４年８月１日から令和９年３月３１日までの

４年８か月間といたします。 
 

 公の施設の名称 

 野田市立児童センター 
 野田市立中央子ども館 
 野田市立うめさと子ども館 
 野田市立谷吉子ども館 
 野田市立山崎子ども館 
 野田市立七光台子ども館 
 野田市立関宿子ども館 

指

定 
管

理

者 

 所 在 地 埼玉県川口市栄町一丁目４番１６号 

 名   称 株式会社コマーム 
代表取締役社長 小松 秀人 

 指 定 の 期 間  令和４年８月１日から令和９年３月３１日まで 
 
 
 





野田市立児童センターほか６施設の管理に関する基本協定書（抄） 

 

 野田市（以下「発注者」という。）と株式会社コマーム（以下「受注者」と

いう。）とは、次のとおり、野田市立児童センターほか６施設（以下「本施設

」という。）の管理に関する基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 なお、この協定は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定による議会の議決を得るまで、仮協定とし、議会の議決を得たとき

効力を生ずるものとする。ただし、議会の議決が得られないときは、この協定

は無効となる。この場合において、発注者受注者の双方とも相手方に対して損

害賠償等の要求を行わないものとする。 

 

 （守秘義務） 

第１８条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者（以下この項に

おいて「従事者」という。）は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に

漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用しては

ならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又

は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。 

２ 受注者は、第１４条第１項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務

の一部を第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項

に規定する守秘義務に関する措置を講じさせなければならない。 

 

 （個人情報の保護等） 

第１９条 受注者は、野田市個人情報保護条例（平成１２年野田市条例第２５

号）及び別紙３「個人情報の保護に関する事項」を遵守し、本業務の実施に

よって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の

適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受注者は、第１４条第１項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務

の一部を第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項

に規定する個人情報の保護に関する措置を講じさせなければならない。 

 



 （情報セキュリティの確保） 

第２０条 受注者は、本業務の実施に当たっては、野田市情報セキュリティポ

リシーの本旨に従い、情報資産（個人情報を含む。）を適正に取り扱わなけ

ればならない。 

２ 受注者は、別紙４「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならな

い。 

 

 （情報の公開等） 

第２２条 発注者は、管理文書について、野田市情報公開条例（平成８年野田

市条例第２５号）に基づく行政文書の開示請求又は野田市個人情報保護条例

に基づく個人情報の本人開示請求を受けた場合において、これらの請求に係

る管理文書を保有していないときは、受注者に対し、当該管理文書の提出を

書面により求めるものとする。 

２ 受注者は、前項の規定により求めがあった場合は、発注者に当該管理文書

又は当該管理文書を保有していない旨を記載した文書を速やかに提出しなけ

ればならない。 

３ 発注者は、前項の規定により提出のあった管理文書に係る開示請求に対応

する事務が終了したときは、受注者に当該管理文書を返却するものとする。 

４ 受注者は、野田市情報公開条例の趣旨を踏まえ、団体の経営状況等につい

て、積極的に情報の公開に努めなければならない。 

 

 （管理文書の返還等） 

第２３条 受注者は、本業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注

者が作成し、若しくは取得した管理文書は、指定管理者の指定期間が満了し、

若しくは指定を取り消されたときは、直ちに発注者に返還し、又は引き渡す

ものとする。 

 

 



1 
 

別紙３ 個人情報の保護に関する事項 
 
 野田市（以下「発注者」という。）から指定管理者の指定を受けた者（以下「受注者」

という｡）は、野田市立児童センターほか６施設の管理に関する基本協定（以下「当該

協定」という。）による業務の処理に当たっては、次の事項を遵守し、個人の権利利益

を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならないものとする。 

 なお、野田市個人情報保護条例（平成１２年野田市条例第２５号）の規定に違反する

行為には、罰則が科せられる。 

 

１ 秘密の保持 

（１）受注者は、当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該協定による指定の期間が満了

し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

（２）事務従事者への周知 

受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても当該協

定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項の周知を

図らなければならない。 

（３）漏えい、滅失及びき損の防止 

受注者は、当該協定による業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止

その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 再委託の禁止 

  受注者は、当該協定による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

発注者の指示又は承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 

３ 個人情報の目的外利用・提供の禁止 

  受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による業務に関して

知り得た個人情報を当該協定による業務を処理するため以外に利用し、又は第三者に

提供してはならない。 

４ 個人情報の管理 

  受注者は、当該協定において利用する個人情報を保持している間は、次に定めると

ころにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

（１）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室の管理の可能な保管室で厳重に個

人情報を保管すること。 

（２）発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から

持ち出さないこと。 

（３）個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと

同等以上の保護措置を施すこと。 

（４）事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範

囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 

（５）個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

（６）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びその
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バックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点

検すること。 

（７）個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他

の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

（８）個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性

及び保存性の維持に責任を負うこと。 

（９）作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、

個人情報を扱う作業を行わせないこと。 

（１０）個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると

考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

５ 事故発生時等の対応 

  受注者は、当該協定に関し個人情報の漏えい等の事故（野田市個人情報保護条例違

反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生し、又は発生するおそれがある場合は、

その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関

わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注

者の指示に従わなければならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を

取り消された後においても同様とする。 

  発注者は、当該協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、

必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

６ 定期報告及び緊急時報告 

  受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、

直ちに報告しなければならない。 

  受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定め

なければならない。 

７ 立入検査等に関する事項 

  発注者は、当該協定に係る個人情報の取扱いについて、当該協定の規定に基づき必

要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対

して、監査又は検査を行うことができる。 

  発注者は、上記の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は当該

協定による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

８ 資料等の返還等  

受注者は、当該協定による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、当該協定による指定の

期間が満了し、又は指定を取り消された後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すと

ともに、すべての個人情報が記録された資料等を返還したことの確約書を提出するも

のとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

９ 電子情報の授受及び搬送 

受注者は、個人情報が記録された記録媒体を発注者との間で授受する場合は、手渡

しで行わなければならない。 

受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬

送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。 
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受注者は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護する

ための対策を講じなければならない。 

１０ 受注者における電子情報の保管及び廃棄 

受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を、

適切に管理しなければならない。 

受注者は、個人情報が記録された記録媒体を廃棄する場合は、当該媒体に記録され

た情報資産をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏

えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告し

なければならない。 

受注者は、端末機等の情報機器を貸借期間終了及び保守等により交換又は廃棄する

場合は、当該機器のハードディスク等に記録された個人情報をいかなる方法によって

も復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、

処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。 

１１ 個人情報保護マニュアルの遵守 

  受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、取り扱う個人情報の取得、利用又は

提供の方法などを定めた、個人情報保護に関するマニュアル（以下「個人情報保護マ

ニュアル」という。）を遵守しなければならない。 

１２ 従業者に対する教育の実施 

  受注者は、個人情報保護マニュアルに基づき従業者（派遣労働者、契約社員その他

の正社員以外の労働者を含む。）に対して個人情報に関する教育を実施し、個人情報

の保護に努めなければならない。 

１３ 派遣労働者等の利用時の措置 

  受注者は、当該協定による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働

者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に当該協定に基づく一切の義務を遵守させ

なければならない。 

  受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果につい

て責任を負うものとする。 

１４ 個人情報の責任者及び取扱者 

  受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、不正利用又はき損の防止その他

の個人情報を安全に管理するため、個人情報を取り扱うことができる者（以下「取扱

者」という。）を制限し、さらに取扱者を監督する責任者を選任しなければならない。 

１５ 指定の取消し 

  発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関

連する指定の全部又は一部を取り消すことができる。 

  受注者は、上記の規定による指定の取消しにより損害を受けた場合においても、発

注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

１６ 損害賠償 

  受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害

を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならな

い。 
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別紙４ 情報セキュリティ特記事項 
 
１ 基本事項 

 この協定により、野田市（以下「発注者」という。）から指定管理者の指定等を受

けた者（以下「受注者」という。）は、この協定による業務を行うに当たり、野田市

個人情報保護条例（平成１２年野田市条例第２５号）及び別記個人情報の保護に関す

る事項により個人情報を適正に取り扱うとともに、情報資産の取扱いに際し、情報セ

キュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す

るため、必要な措置を講じなければならない。 
２ 定義 

 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおり

とする。 
（１）情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持する

ことをいう。 
（２）行政情報 この協定による業務を行うに当たり、発注者から提供された情報及

び新たに作成又は取得した情報（野田市個人情報保護条例第２条第２号に規定す

る個人情報を含む。）をいう。 
（３）情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウ

エア、ネットワーク及び記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処

理を行う仕組みをいう。 
（４）記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、

光ディスク等をいう。 
（５）情報資産 行政情報及び情報システムをいう。 

３ 野田市情報セキュリティポリシー等の遵守 
 受注者は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、野田市情報セ

キュリティポリシーに加え、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定

められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。 
４ 組織体制 

 受注者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制とし

て、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に

変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。 
（１）情報セキュリティに係る責任体制 
（２）情報資産の取扱部署及び担当者 
（３）通常時及び緊急時の連絡体制 

５ 秘密の保持 
（１）受注者は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、
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又は当該業務以外の目的で使用してはならない。 
（２）受注者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後におい

ても、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は

当該業務以外の目的で使用してはならないこと及びその他情報資産の保護に関

して必要な事項を周知しなければならない。 
（３）前２項の規定は、この指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後におい

ても同様とする。 
６ 業務目的以外の利用等の禁止 

 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情

報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 
７ 複写及び複製の禁止 

 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情

報資産を複写し、又は複製してはならない。 
８ 情報資産の受渡し 

 この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で

確認し行うものとする。 
９ 厳重な保管及び搬送 

 受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその

他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 
１０ 再委託の禁止 

（１）受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、この協定による情報資

産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。 
（２）受注者は、発注者の承諾を得て情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け

負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記

事項で要求する事項を遵守させなければならない。 
１１ 事故発生時の報告義務 

 受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその

他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに発注者に

報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し、又は指定が取り消さ

れた後においても同様とする。 
１２ 調査等の実施 

（１）発注者は、この協定による業務に係る指定管理者の情報セキュリティの運用状

況に関し定期的に報告を求め、必要に応じて業務履行場所への立入調査及び監査

（以下「調査等」という。）を行うことができるものとする。 
（２）受注者は、発注者から業務履行場所への調査等の申入れがあったときは、特段
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の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。 
（３）発注者は、第１項による業務履行場所への調査等による確認の結果、受注者に

よる情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧

告するものとする。 
（４）受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じ

なければならない。 
１３ 情報資産の返還又は処分 

 受注者は、この協定が終了し、又は指定が取り消されたときは、この協定による業

務に係る情報資産を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に

処分しなければならない。 
１４ 特記事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償 

 発注者は、受注者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、

指定の取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 
１５ 違反事実の公表等 

 受注者が、この情報セキュリティ特記事項に違反し、指定を取り消された場合や情

報セキュリティインシデントが発生した場合、発注者は、受注者の名称及び事業内容

等を公表することができる。 
１６ 実施責任 

 受注者は、受注者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、発注者

が求めた際には速やかに報告しなければならない。 
１７ 従事者に対する教育の実施 

 受注者は、情報資産を取り扱う業務の従事者に対し、情報セキュリティに関する教

育を実施し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。 
１８ その他 

 受注者は、１から１７までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必

要な措置を講じなければならない。 
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別紙３の１１「個人情報保護マニュアル」





























【審議依頼事項概要】 
 
野田市立児童センターの設置する防犯カメラに関して個人情報を本人以外から

収集することについて 
 
野田市立児童センターでは、指定管理者において適切な人数の職員を配置す

るとともに、施設の巡回等を行い、不審者等のよる犯罪の抑制（予防）に努めて

まいりますが、施設入口が複数あり、施設内外は自由に行き来が可能となってい

ることから、さらなる犯罪の抑制（予防）する効果を期待し、野田市立児童セン

ターにカメラを設置したいことから、個人情報を本人以外から収集することに

ついて、審議依頼するものです。 
 
防犯カメラの概要については、次のとおりです。 

 
１ 防犯カメラについて 
（１）運用開始時期 令和４年８月１日（予定） 
（２）設置場所   １２か所（施設内８か所、施設外４か所） 
（３）稼働時間   ２４時間 
（４）録画された画像の取扱いについては、運用基準を作成し、安全に管理し、

個人のプライバシー保護のために適切な措置を講ずる。また、捜査機関等か

ら刑事訴訟法等の法令に基づき照会があった場合、画像の提供を行うこと

がある。 
 
２ 本人以外から個人情報を収集することについて、公益上特に必要があると

認める理由 
（１）防犯カメラ設置による効果及び公益性 
 野田市立児童センターに防犯カメラを設置することにより、不審者等による

犯罪の抑制（予防）に資する。 
（２）本人同意を取らない理由 
  本人同意の有無に関わらず撮影しなければ、設置の効果がないため。 
（３）個人情報を不当に侵害しないための措置 
  録画された画像の取扱いについては、運用基準を作成し、安全に管理し、個

人のプライバシー保護のために適切な措置を講ずる。また、画像の提供は、捜

査機関等から刑事訴訟法等の法令に基づき照会があった場合に限る。 
  



野田市立児童センターの設置する防犯カメラの設置及び管理運用 

に関する基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、本市の施設である野田市立児童センターに防犯カメラを  

設置することに関し、個人のプライバシーその他の市民の権利を保護するた

め、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るものとする。 

 (1)  防犯カメラ 犯罪行為の防止を目的として、継続的に設置される動画撮

影装置をいう。 

 (2) 動画 防犯カメラにより撮影された動画であって、当該動画から特定の

個人を識別することができるものをいう。 

 (3) 動画記録装置 防犯カメラに付属して継続的に設置される動画を記録す

る装置をいう。  

 （管理責任者等） 

第３条 防犯カメラ及び動画記録装置の設置並びに動画の取扱いに関して適切

な管理を実施するため、管理責任者を置き、管理責任者は健康子ども部長を

もって充てる。 

２ 防犯カメラ及び動画記録装置の維持並びに動画の検索に関して適切な運用

を実施するため、運用責任者を置き、運用責任者は児童家庭課長をもって充

てる。 

３ 防犯カメラ及び動画記録装置の操作を行う職員（以下「動画取扱職員」と

いう。）を置き、運用責任者が児童家庭課職員の中から動画取扱職員を指定

する。 

 （防犯カメラ及び動画記録装置の設置に関する基本原則） 

第４条 防犯カメラ及び動画記録装置の設置及び管理運用は犯罪行為の防止に

必要な限度で行い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 防犯カメラは、児童センター内及び敷地内に設置し、防犯カメラの設置



を周知するため、防犯カメラを設置している旨を撮影区域内の見やすい場

所に表示する。 

 (2) 動画記録装置は、施錠により防護された場所に設置する。 

 (3) 管理責任者、運用責任者又は動画取扱職員以外の者は、防犯カメラ及び

動画記録装置の操作をしてはならない。 

 （動画の取扱いに関する基本原則） 

第５条 動画の取扱いに関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 動画に関する照会及び提供は、捜査機関等からの法令に基づく場合に限

り応じるものとする。 

(2) 動画は編集又は加工をすることなく、撮影時の状態のままで保存しなけ

ればならない。 

(3) 動画は、動画取扱職員以外の者が検索してはならない。 

 (4) 動画は、安全に管理し、正確な内容を保つとともに、個人のプライバシ

ーの保護のために適切な措置を講ずる。 

 （防犯カメラの稼働時間等） 

第６条 防犯カメラの稼働時間は、２４時間とする。 

（動画の保存期間等） 

第７条 動画の保存期間は、録画日の翌日から起算して１週間とする。ただし、

犯罪の予防等のため特に必要があると管理責任者が認めるときは、保存期間

を延長することができる。 

２ 前項の保存期間を経過した動画の消去は、動画を自動的に消去する方法に

より行う。 

（動画の照会及び提供） 

第８条 運用責任者は、動画に関して照会又は提供の要請があったときは、必

要と認められる動画の内容及び範囲を選択し、動画取扱職員に動画を検索さ

せる。 

２ 動画取扱職員は、前項の規定により動画を検索したときは、野田市立児童

センター防犯カメラ動画検索簿（別記第１号様式）にその旨を記録するとと

もに、その結果を運用責任者に報告しなければならない。 

３ 動画の提供は、電磁記録媒体に動画を記録する方法により行い、動画の提



供を行ったときは、運用責任者は、野田市立児童センター防犯カメラ動画提

供簿（別記第２号様式）にその旨を記録するとともに、その結果を管理責任

者に報告しなければならない。 

 （苦情処理の手続） 

第９条 市民等から防犯カメラに関する苦情の申出がなされたときは、管理責

任者が対応するものとする。 

２ 前項の場合においては、管理責任者は、速やかに苦情の内容の把握及び事

実の調査を行い、苦情の処理に当たるものとする。 

 （守秘義務） 

第１０条 防犯カメラ及び動画の取扱いにより知り得た秘密は、これを漏らし

てはならない。 

 （補則） 

第１１条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この基準は、令和  年  月  日から施行する。 

 

 



第１号様式（第８条第２項） 

 

野田市立児童センター防犯カメラ動画検索簿 

年  月  日 

検索指示者 
職 名 氏 名 

  

動画取扱職員 
職 名 氏 名 

  

検索指示年月日 年  月  日 

検索目的 
□ 犯罪の捜査 

□ その他（理由                ） 

検索日時 
     年  月  日  時  分  から 

     年  月  日  時  分  まで 

検索動画 
     年  月  日  時  分頃から 

     年  月  日  時  分頃まで 

検索結果 

□ 検索動画  有 

  （内容                   ） 

□ 検索動画  無 

□ その他 

特記事項 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



第２号様式（第８条第３項） 

 

野田市立児童センター防犯カメラ等動画提供簿 

年  月  日 

運用責任者 
職 名 氏 名 

  

動画取扱職員 
職 名 氏 名 

  

提供先 

所 在 地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名  

提供目的 
□ 犯罪の捜査 

□ その他（理由                ） 

提供動画 
     年  月  日  時  分頃から 

     年  月  日  時  分頃まで 

提供年月日 年  月  日 

返却の有無    有     無（理由：          ） 

返却年月日      年  月  日 

処分年月日      年  月  日 

特記事項 

 

 

 

 



第２号様式（第３条第４項） 

令和４年５月２７日 

 

（届出先）野田市長 

 

届出者 野田市長   

 

 

個人情報取扱事務登録簿変更届出書 

事 務 の 名 称 野田市立児童館使用申込み受付事務 

届出部課等の名称 健康子ども部児童家庭課 

変 更 年 月 日 令和４年７月１日 

（指定管理者による管理は令和４年８月１日を予定） 

変 更 の 理 由 

１．指定管理者による施設の管理の開始。 

２．防犯対策としてのカメラの設置。 

３．千葉県電子自治体共同運営協議会が運営するちば

共同利用型施設予約システムを利用しての、児童セ

ンターの利用に係る申請、抽選等に関する事務の開

始。 

４．利用票の様式の見直し。 

変 更 内 容 

・事務の名称を「野田市立児童館運営管理業務」に改

める。 

・事務の目的を「児童福祉法の規定に基づき、児童館

を設置し、児童の健全な遊びを通して、その健康を増

進し、及び情操を豊かにすることを目的とする。」に

改める。 

・事務の概要を 

「野田市立児童館の運営管理を指定管理者に委託する

中で、使用申込み受付事務及び予約システムを利用し



た利用申請、抽選等に関する事務を行う。 

１．使用申込み受付事務 

 使用希望者から利用票又は利用届の提出を受け、利

用資格の確認をする。 

２．予約システムを利用した利用申請、抽選等に関す

る事務 

 予約システムにより、野田市立児童館の利用に係る

申請、抽選等に関する事務を行う。 

① 希望者から野田市公共施設予約システム利用者登

録申請書の提出を受け、資格を確認する。 

② 毎月、施設利用について予約の抽選を行い、予約

者に結果を通知する。 

③ ②のほか、予約のない時間帯について随時予約を

受け付ける。」 

に改める。 

・対象者欄中「団体の責任者」を「団体の構成員並び

に来館者」に改める。 

・収集項目に「性別」「メールアドレス」「肖像」を

加え、「学年」を削る。 

・収集先に「民間・私人（申請団体の代表者）」「そ

の他（防犯カメラ）」を加え、本人以外から収集して

いる理由に「２号」「７号」を加える。 

・外部委託等から「外部委託」を削り、「指定管理者

による管理」を追加する。 

・保存期間に「５年（予約システムを利用した利用申

請、抽選等に関する事務）」「その他（肖像は通常１

週間、ただし捜査等終了まで保存する場合有）」を追

加する。 

備 考  

 



3800-006 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部児童家庭課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S52.1.10 最終変更年月日 R.4.5.27 

事 務 の 名 称 野田市立児童館運営管理業務 

事 務 の 目 的 
児童福祉法の規定に基づき、児童館を設置し、児童の健全な遊びを通して、その健康を

増進し、及び情操を豊かにすることを目的とする。 

事 務 の 概 要 

野田市立児童館の運営管理を指定管理者に委託する中で、使用申込み受付事務及びカ
メラの設置、予約システムを利用した利用申請、抽選等に関する事務を行う。 
１．使用申込み受付事務 
 使用希望者から利用票又は利用届の提出を受け、利用資格の確認をする。 
２．カメラの設置 
 犯罪の抑制（予防）する効果を期待し、防犯カメラを設置する。 
３．予約システムを利用した利用申請、抽選等に関する事務 
予約システムにより、野田市立児童館の利用に係る申請、抽選等に関する事務を行う。 

① 希望者から野田市公共施設予約システム利用者登録申請書の提出を受け、資格を確
認する。 

② 毎月、施設利用について予約の抽選を行い、予約者に結果を通知する。 
③ ②のほか、予約のない時間帯について随時予約を受け付ける。 

対 象 者 
児童及びその同伴者並びにその保護者、児童の健全な育成を目的として活動している団
体の構成員並びに来館者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 □健康情報 □障がい □犯罪関係 

収集する理由【第7条第2項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：             

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 ■性別 ■連絡先 □個人番号 □個人識別符号 

□本籍･国籍 ■家族情報 ■学業・職業等 □収入・支出 □資産 □税情報 

□公的扶助 ■利用日時 ■メールアドレス ■肖像 □      

収 集 先 

■本人               □実施機関内部（            ） 

□他の実施機関（         ）□他の官公庁（             ） 

■民間・私人 （申請団体の代表者 ）■その他  （防犯カメラ        ） 

本人以外から収集している理由【第7条第3項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

■7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：令和４年 ７月 １日 

経常的な目的外
利用・提供先 

□目的外利用有⇒利用する事務の名称：                     

主な利用項目（                      ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

         □他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ）

         □その他（       ） 

目的外利用・提供の理由【第9条第1項】 

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：              

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

外 部 委 託 等 
□外部委託（□クラウドコンピューティング）□複数の外部委託有 

■指定管理者による管理⇒審査会承認 令和４年 ７月 １日 



電子計算機結合 

□有【第12条第1項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年（使用申込み受付事務） ３年 ５年（予約システムを利用した利用申請、抽選等

に関する事務） 10年 永年 常用 その他（肖像は通常１週間、ただし捜査等終了ま

で保存する場合有） 

 



野田市立児童館使用申込み受付事務に係る登録簿の変更について 

 

○ 指定管理者による施設管理の開始 

 令和４年８月１日より、児童センターほか６施設（まとめて「児童館」と呼称）

について、指定管理者に管理を行わせる予定であり、児童館に係る事務が使用申

込み受付事務に限らないことから、登録簿の記載を整理します。 

・事務の名称を「野田市立児童館運営管理業務」とする。 

・事務の目的を「児童福祉法の規定に基づき、児童館を設置し、児童の健全な遊

びを通して、その健康を増進し、及び情操を豊かにすることを目的とする。」

とする。 

・事務の概要「野田市立児童館の運営管理を指定管理者に委託する中で、使用申

込み受付事務及び予約システムを利用した利用申請、抽選等に関する事務を

行う。」とした上で、１．として、使用申込み受付事務を記載する。 

・外部委託等欄から「外部委託」を削除し、「指定管理者による管理」を追加す

る。 

 

○ 防犯カメラの設置 

 児童センターでは、犯罪の抑制（予防）する効果を期待し、防犯カメラを設置

することから、以下の変更をします。 

・対象者に「来館者」を追加する。 

・収集項目に「肖像」を追加する。 

・収集先に「その他（防犯カメラ）」を、本人以外から収集している理由に「７

号（公益上特に必要）」を追加する。 

・保存期間に「その他（肖像は通常１週間、ただし捜査等終了まで保存する場合

有）」を追加する。 

 ※ 事務詳細は審議依頼事項概要のとおり。 

 

○ 予約システムを利用した利用申請、抽選等に関する事務の開始 

 児童センターの音楽スタジオ及び調理コーナーについては、千葉県電子自治

体共同運営協議会が運営するちば共同利用型施設予約システムを利用して、利

用に係る申請、抽選等を行うことから、以下の変更をします。 

・事務の概要に２．として予約システムを利用した利用申請、抽選等に関する事

務を追加する。 

・対象者の「団体の責任者」を「団体の構成員」に改める。 

・収集項目に「メールアドレス」を追加する。 

・収集先に「民間・私人（申請団体の代表者）」を、本人以外から収集している



理由に「２号（本人同意）」を追加する。 

・保存期間に「５年（予約システムを利用した利用申請、抽選等に関する事務）」

を追加する。 

１ 予約システム登録の流れ 

 (1) 利用者は、児童センター窓口にて「野田市公共施設予約システム利用者

登録申請書」を提出し、市は資格を確認する。利用者が団体である場合には、

「利用者登録団体名簿」も併せて提出する。また、市外在住で市内在学の該

当者については市内在学である旨確認できる書類を提示させ、学校名を申

請書又は名簿に記入する。 

 (2) 市は、利用者登録を決定するときは、「野田市公共施設予約システム利用

者登録決定通知書」を申請者に交付する。 

＜予約システムの利用者登録ができるもの＞ 

Ａ．団体 構成員が２人以上で、その代表者が中学生以上の者であるもの 

Ｂ．個人 中学生以上の者 

２ 利用予約の流れ 

 (1) 毎月１日から７日の間に、インターネットにて当該月から 2か月後の月

1か月分の予約が開始され、利用希望者は申し込みを行う。 

 (2) 8 日に予約システムにより自動的に抽選が行われ、結果が利用者希望者

のメールアドレスに送信される。 

 (3) 9 日から 14 日の間に、利用希望者は結果を確認し、当選者は利用を確定

する。 

 (4) 15 日以降、予約の入っていない時間帯については、インターネット、窓

口、電話にて先着順で予約を受け付ける。 

＜予約システムの事前予約（抽選）ができるもの＞ 

ａ．団体 １のＡの団体でかつ構成員の半数以上が市内に在学又は住所を有す

る者であるもの 

ｂ．個人 １のＢの個人でかつ市内に在学又は住所を有するもの 

 

○その他 

・利用票の見直しを行い、学校名・学年ではなく年齢を記入するようにしたた

め、収集項目から「学年」を削除する。（「年齢・生年月日」は既にチェック済

み。） 



・また、今後の児童館運営（事業内容や備品購入等）に反映させるため、利用票

に「性別」欄を設け、登録簿にも追加する。 

 

 

 

 





                            年  月  日 

（宛先） 

 

野田市公共施設予約システム利用者登録（変更）申請書 

 野田市公共施設予約システムについて、次のとおり申請します。 

申 請 の 区 分 新規登録  登録事項の変更  登録の更新 

利用者登録の区分 団体          個人 

申 

請 

者 

ふ り が な  

団体の名称又は

個人の氏名 
 

所在地又は住所 

郵便番号 

 

 

電 話 番 号  

メールアドレス  

個人の場合は、

生年月日 
 

団
体
の
代
表
者 

代表者の氏名  

住 所 

郵便番号 

 

 

電 話 番 号  

生 年 月 日  

団
体
の
担
当
者 

担当者の氏名  

住 所 
郵便番号 

 

電 話 番 号  

 



                          年  月  日現在 

利用者登録団体名簿 

 

団体の名称            

番号 氏  名 住  所 年齢 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



児童館利用票 

 

年  月  日 

          

利用年月日    年    月    日 

ふ り が な  

利用者氏名  

年    齢          歳 

連絡先または

緊急連絡先  

性    別 男    ・    女 

お 住 ま い 市内   ・   市外 

保護者または 

同伴者氏名※ 
 

※同伴者または保護者がいる場合に記入のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



児童館団体利用届 

 

年  月  日 

          

団 体 名           

責任者住所  

責任者氏名  

連 絡 先  

利用年月日  

利 用 人 数  

 

 

 




